
平成26年7月10日公表

新規

役員就任予定者 運営主体の名称 整備 ・

(法人設立を
伴う場合)

(設置主体と
異なる場合)

種別 継続

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

1 ｵﾎｰﾂｸ 網走市 北海道 － － 向陽ヶ丘病院 精神科病院 改築 105 新規 障がい者保健福祉課

2 十勝 音更町 北海道 － － 緑ヶ丘病院 精神科病院 増築 168 新規 障がい者保健福祉課

＊注５　⑧欄の区分～前年度からの継続事業の場合、継続と記載。

＊注４　⑥欄の区分～創設：新たな施設の整備、改築：既存施設の現在定員の増員を行わない改築整備（一部改築を含む）、修繕：既存施設の修繕整備、

平 成 ２６ 年 度  　国 庫 補 助 協 議 施 設 一 覧 
（  保　健  衛　生  施  設  等  ）

番
号

振興
局名

施設の
所　在
市町村

＊注３　運営主体が設置主体と異なる場合、③欄に記載。

事 業 計 画

施設名
設置主体の名称

＊注２　法人設立を伴う場合、①欄には設立準備委員会の名称を記載。併せて、②欄に役員就任予定者を記載。

＊注６　⑨欄の所管課連絡先～福祉局障がい者保健福祉課精神障がい・発達支援グループ(011-204-5279)

定員 備　　考

＊注１　①欄の法人の略号～(福)社会福祉法人、(医)：医療法人、(医社)：医療法人社団、(学)：学校法人、(公社)：公益社団法人、(公財)：公益財団

　　　法人、(一社)：一般社団法人、(一財)一般財団法人。

　　　　　　　　　　増築：敷地内の既存建物への増築又は敷地内における別の建物の新築、増改築：増築と改築を併せて行うもの。

道の所管課
施設種別


